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１．地域脱炭素の意義、動向
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2030年度温室効果ガス削減目標

削減率2030排出量目標2013排出実績温室効果ガス排出量
・吸収量

（単位:億t-CO2） ▲46％7.6014.08
▲45％6.7712.35エネルギー起源CO2

▲38％2.894.63産業

部
門
別

▲51％1.162.38業務その他

▲66％0.702.08家庭

▲35％1.462.24運輸

▲47％0.561.06エネルギー転換

▲14％1.151.34非エネルギー起源CO2、メタン、N2Ｏ

▲44％0.220.39HFC等４ガス（フロン類）

-▲0.48-吸収源
官民連携で2030年度までの累積で１億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量を目
指す。我が国として獲得したクレジットを我が国のNDC達成のために適切にカウントする。二国間クレジット制度（JCM）

 2030年度46％削減目標の実現に向けては、民生部門（家庭部門・業務その他部門）の目標
削減率が他部門に比べ高いことから、当該部門への一層の対策が必要。

 民生部門については、家庭やオフィスなど対象数が多いことから、地域に密着した地方公共団体が
中心となって、地域の特性を活かしつつ、地域の課題解決とあわせて進めていくことが不可欠。

＜温室効果ガス排出量の内訳と2030年度削減目標との関係＞

３
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すべての地方公共団体において求められる取組

合同庁舎５号館内のPETボ
トル回収機

※ ZEB Oriented:30～40％以上の省エネ等を図った建築物
ZEB Ready:50％以上の省エネを図った建築物

※電動車:電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハ
イブリッド自動車

太陽光発電
設置可能な政府保有の建築物
（敷地含む）の約50％以上に
太陽光発電設備を設置することを
目指す。

新築建築物
今後予定する新築事業については原則ZEB Oriented相
当以上とし、2030年度までに新築建築物の平均でZEB
Ready相当となることを目指す。

公用車
代替可能な電動車がない場合等を除
き、新規導入・更新については2022
年度以降全て電動車とし、ストック
（使用する公用車全体）でも2030
年度までに全て電動車とする。

ＬＥＤ照明
既存設備を含めた政府全体
のＬＥＤ照明の導入割合を
2030年度までに100％と
する。

再エネ電力調達
2030年までに各府省庁で
調達する電力の60％以
上を再生可能エネルギー電
力とする。

廃棄物の３Ｒ＋Renewable
プラスチックごみをはじめ庁舎等から排出される廃棄物の3Ｒ+Renewable
を徹底し、サーキュラーエコノミーへの移行を総合的に推進する。

政府実行計画（令和３年10月22日閣議決定）に盛り込まれた主な取組内容

■ 地方公共団体は、地球温暖化対策推進法に基づき、地方公共団体実行計画（事務事業
編）を策定し、かつ、政府実行計画に準じた取組を行うことが求められている。
※ 政府実行計画では、2030年度までに50％削減（2013年度比）の目標を掲げ、以下の取組を記載。

政府実行計画に含まれていない上下水道や廃棄物処理等については、各団体の実状にあった取組を適宜追加。

４
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 東京都・京都市・横浜市をはじめとする1,013自治体
（46都道府県、570市、22特別区、327町、48村）が
「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」
（ゼロカーボンシティ）を表明。

 北海道や福島県をはじめとして、複数の都道府県で官民連携の脱炭素の協議会等が設置され、地域全体
の推進体制の強化、取組事例の共有等が進められている。

 都道府県・市区町村において、温対法に基づき区域内の温室効果ガス排出削減等を行うための地方公共
団体実行計画を策定済みの団体は、2022年時点で542団体であり、2020～2021年から50団体程度
増加（2020年493団体、2021年497団体）。更に、2023年改定予定の団体が150団体程度あり、
加速度的に増加している。

 2022年度に脱炭素先行地域に選定された46地域においては、2022年度中にのべ222回の視察を受け
入れており、39回の講演等を行っている。（2022年度脱炭素先行地域フォローアップで報告があった実績）

 「脱炭素先行地域」を取り上げた記事について、2022年1月から2023年10月の約2年間において、約
1,800件。
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166自治体

1,013自治体

4自治体

宣言自治体数の推移

地方公共団体による地域脱炭素の取組の加速化

５
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２．地域脱炭素の推進に向けた主な施策の紹介

６
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地方自治体の状況に応じた取組と、環境省の主な支援策のイメージ

 全国のモデルとなる先進
的な取組を行いたい

 2030年度目標の達成
に向け、着実に取組を
進めたい

 まずは、手をつけやすい
取組から始めたい

脱炭素先行地域づくり
にチャレンジ

政府実行計画に準じた
取組を実施
例）太陽光発電50％以上、

新築ZEB化、LED100％、
電動車100％

住民・企業の脱炭素化
を支援 例）ZEH、ZEB、

ゼロカーボンドライブ

避難所となる公共施設等
に再エネ＋蓄電池を導入

 まずは、しっかりとした
計画を作りたい

地域脱炭素・再エネ導入
のための計画を策定

地域脱炭素の推進のための
交付金（脱炭素先行地域づくり事業）
※最大50億円の支援

地域脱炭素の推進のための
交付金（重点対策加速化事業）
※最大20億円の支援

脱炭素化推進事業債
※地方単独事業への地方財政措置

地域脱炭素実現に向けた
再エネの最大限導入のため
の計画づくり支援事業

地域レジリエンス・脱炭素化を
同時実現する公共施設への
自立・分散型エネルギー設備
等導入推進事業

（状況） （取組） （支援策）

７



お問合せ先:

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業（一部農林水産省・経済産業省・国土交通省連携事業）

事業イメージ

間接補助事業（メニュー別スライドを参照）・委託事業

（１）ＺＥＢ普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業（経済産業省連携事業）

①新築建築物のＺＥＢ普及促進支援事業
②既存建築物のＺＥＢ普及促進支援事業

（２）ＬＣＣＯ２削減型の先導的な新築ＺＥＢ支援事業（一部国土交通省連携事業）

①ＬＣＣＯ２削減型の先導的な新築ＺＥＢ支援事業
②ＺＥＢ化推進に係る調査・検討事業

（３）国立公園利用施設の脱炭素化推進事業
（４）水インフラにおける脱炭素化推進事業（国土交通省、経済産業省連携事業）

（５）ＣＥ×ＣＮの同時達成に向けた木材再利用の方策等検証事業（農林水産省連携事業）

①2050年CN実現、そのための2030年度46%減（2013年度比）の政府目標の早期達成に寄与するため、建築物等に
おけるZEB化・省CO2改修の普及拡大により脱炭素化を進める。

②建築物等において外部環境変化への適応強化、付加価値向上を進め、快適で健康な社会の実現を目指す。

業務用施設のZEB化・省CO2化の普及加速に資する高効率設備導入等の取組を支援します。

【令和６年度予算（案） 4,719 百万円（新規）】
【令和５年度補正予算額 6,171百万円】

地方公共団体、民間事業者・団体等

メニュー別スライドを参照
環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室、自然環境局国立公園課 ほか 電話:0570-028-341

■委託先及び補助対象

ZEB

LCCO2LCCO2

調査・評価調査・評価

普及拡大普及拡大

省CO2省CO2

用途別用途別

太陽光利用

高効率空調

高効率換気

地中熱利用

下水熱利用 河川水利用

高効率照明

高効率給湯

高効率昇降機

昼光利用

外皮性能の向上

高断熱化

日射遮蔽

自然換気

外気負荷削減

８



お問合せ先:

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 補助対象等

業務用施設のZEB化普及促進に資する高効率設備導入等の取組を支援します。

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話:0570-028-341

補助率等延べ面積 既存建築物新築建築物

『ZEB』 2/3
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 対象外

『ZEB』 1/2
Nearly ZEB 1/3
ZEB Ready 対象外

2,000㎡
未満

『ZEB』 2/3
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 2/3

『ZEB』 1/2
Nearly ZEB 1/3
ZEB Ready 1/4

2,000㎡～
10,000㎡

『ZEB』 2/3
Nearly ZEB 2/3
ZEB Ready 2/3
ZEB Oriented 2/3

『ZEB』 1/2
Nearly ZEB 1/3
ZEB Ready 1/4
ZEB Oriented 1/4

10,000㎡
以上

①新築建築物のＺＥＢ普及促進支援事業（経済産業省連携事業）
②既存建築物のＺＥＢ普及促進支援事業（経済産業省連携事業）

ZEBの更なる普及拡大のため、新築／既存の建築物ZEB化に資するシステム・設備機器等
の導入を支援する。

◆補助要件:ZEBの基準を満たすと共に、計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、
データを収集・分析・評価できるエネルギー管理体制を整備すること。需要側設備等を通
信・制御する機器を導入すること。新築建築物については再エネ設備を導入すること。
ZEBリーディング・オーナーへの登録を行い、ZEBプランナーが関与する事業であること
等。

◆優先採択:以下に該当する事業については優先採択枠を設ける。
・補助対象事業者が締結した建築物木材利用促進協定に基づき木材を用いる事業
・CLT等の新たな木質部材を用いる事業 等

• 一度建築されるとストックとして⾧期にわたりCO2排出に影響する建築物分野において、建築物のZEB化の普及拡大
を強力に支援することで2050年のカーボンニュートラル実現に貢献する。

• 建築物分野の脱炭素化を図るためには既存建築物ストックの対策が不可欠であり、2050年ストック平均でZEB基準の
水準の省エネルギー性能※1の確保を目指す。

建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業のうち、
（１）ＺＥＢ普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業（経済産業省連携事業）

間接補助事業
■補助対象

令和６年度～令和10年度

（2/3～1/4（上限3～５億円））

地方公共団体※2、民間事業者・団体等※3

※1 一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から、用途に応じて30%
又は40％程度削減されている状態。

※2 都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く。
※3 延べ面積において新築の場合10,000㎡以上、既存の場合2,000㎡以上

の建築物については民間事業者・団体等は対象外。
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お問合せ先:

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業のうち、
（２）ＬＣＣＯ２削減型の先導的な新築ＺＥＢ支援事業（一部国土交通省連携事業）

事業イメージ

①間接補助事業（3/5～1/3（上限5億円））②委託事業

• 建築物分野においてZEB化を促進するにあたり、運用時の脱炭素化のみならず建築物のライフサイクルを通じて脱炭
素化を目指す先導的な建築物への支援によって2050年のカーボンニュートラル実現をリードする。

• 建築物における更なる付加価値向上の可能性を模索し、快適で健康な社会の実現に貢献する。

LCCO2削減を重視した新築業務用施設のZEB化に資する高効率設備導入等の取組を支援します。

地方公共団体※2、民間事業者、団体等※3

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話:0570-028-341

■委託先及び補助対象
令和6年度～令和10年度

①ＬＣＣＯ２削減型の先導的な新築ＺＥＢ支援事業（国土交通省連携事業）
建築物の運用時及び建築時、廃棄時に発生するCO2（ライフサイクルCO2:LCCO2）を
削減し、かつ先導的な取組を行うZEB建築物の普及拡大のため、下記の要件を満たす
建築物についてZEB化に資するシステム・設備機器等※1の導入を支援する。

◆補助要件:ZEB Ready基準以上の省エネルギー性能を満たし、（１）事業と同様にエネ
ルギー管理体制の整備、ZEBリーディング・オーナーへの登録、ZEBプランナーの関与等
がある上で、LCCO2の算出及び削減、再エネの導入等を要件とし、付随する運用時の先
導的な取組も採択時に評価する。

◆特に評価する先導的な取組:災害に対するレジリエンス性の向上、自営線を介した
余剰電力の融通、建材一体型太陽光電池の導入 等

◆優先採択:以下に該当する事業については優先採択枠を設ける。
・補助対象事業者が締結した建築物木材利用促進協定に基づき木材を用いる事業
・CLT等の新たな木質部材を用いる事業 等

②ＺＥＢ化推進に係る調査・検討事業
建築物の脱炭素化・ZEB化を先導・推進するために必要な調査・検討等を行う。

※1 EV等（外部給電可能なものに限る）を充放電設備とセットで購入する
場合に限り、蓄電容量の1/2×4万円/kWh補助（上限あり）。

建築物のライフサイクル

調達 施工 運用 修繕 解体・廃棄

CO2排出

全ての期間で排出される
CO2の算出及び削減
【要件】

運用時の先導的取組も評価
・再エネ導入【要件】
・未評価技術の導入
・レジリエンス性の向上
・電力調達も含め完全再エネ運用
・自営線を介した余剰電力の融通
・建材一体型太陽電池の導入 等

⇒削減へ

ZEB

補助率ZEBランク
3/5『ZEB』
1/2Nearly ZEB
1/3ZEB Ready

※2 ①について、都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く。
※3 ①について、延べ面積において新築の場合10,000㎡以上、既存の

場合2,000㎡以上の建築物については民間事業者・団体等は対象外。
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お問合せ先:

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

ゼロカーボンパーク内における、自然環境の保全と調和した施設の脱炭素化に資する取組を支援します。

地方公共団体、民間事業者、団体等■補助対象
令和６年度～令和10年度

間接補助事業（1/2（太陽光のみ1/3））（上限7,500万円）

建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業のうち、
（３）国立公園利用施設の脱炭素化推進事業

環境省自然環境局国立公園課 電話:03-5521-8278

• 脱炭素社会のショーケースとしても機能し始めた国立公園において、この流れを加速するため、進んだ脱炭素の取組
を実践するサステナブルな観光地を目指す「ゼロカーボンパーク」における国立公園利用施設（宿舎事業施設等）の
脱炭素化の取組を支援し、直接的なCO2排出削減及びゼロカーボンパークの登録拡大を促進し、脱炭素社会のショー
ケースとしての波及効果を活かしながら、国立公園全体の脱炭素化を推進する。

国立公園利用施設は景観等に配慮しながら施設改修が必要等、脱炭素化のハードルが高い
一方、脱炭素社会のショーケースとしての重要性も高い。このため、特に進んだ脱炭素の
取組を実践し、サステナブルな観光地を目指す「ゼロカーボンパーク」における国立公園
利用施設の脱炭素化の取組を支援し、直接的なCO2排出削減とゼロカーボンパークの登録
拡大を促進し、国立公園全体の脱炭素化を推進する。
○補助対象者:ゼロカーボンパークに登録された地方公共団体に存する国立公園利用施設

事業者（宿舎事業者等）
○補助対象:自然公園法に基づく国立公園利用施設に導入する以下の設備

・再エネ設備（原則として導入が必要）
・省エネ設備（30％以上の省CO2効果を有するものに限る）
・EV充放電設備等導入に係る費用（機種に応じた補助上限あり）

○補助要件（全てを満たす場合に限る。対策費用は補助対象外。）
①インバウンド対応（トイレ洋式化・国際認証の取得等）に取り組むこと
②観光客などに対して、HP等を通じた脱炭素化に関する取組の周知を行うこと
③国立公園利用施設が存する地方公共団体が、地球温暖化対策推進法に基づく

地方公共団体実行計画区域施策編を策定していること

再エネ設備
（原則導入）

+

トイレ洋式化 和洋室整備

【例】

ゼロカーボンパーク推進・国立公園の脱炭素化

30%以上の
省CO2

省エネ設備
（空調・断熱改修等）

②脱炭素に関する取組の周知
③地方公共団体実行計画区域施策編の策定

①インバウンド対応

国際認証取得

補助対象設備

ゼロカーボンパーク内の国立公園利用施設における脱炭素化

補助要件 ＜①～③の要件を全て満たす場合に補助＞

充放電設備

事業イメージ
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お問合せ先:

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

水インフラ（上下水道・ダム等）における脱炭素化に資する再エネ設備、高効率設備等の導入を支援します。

地方公共団体、民間事業者、団体等■補助対象
令和６年度～令和10年度

①②間接補助事業 ③委託事業

建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業のうち、
（４）水インフラにおける脱炭素化推進事業（国土交通省、経済産業省連携事業）

①水インフラのＣＯ２削減設備導入支援事業（補助率: 1/2、1/3）
水インフラにおけるCO2削減のため、一定規模以上の再エネ設備の導入、高効率設備や
インバータなど省CO2型設備の導入に対して支援を行う。

②水インフラ由来再エネの地産地消モデル事業（補助率: 1/2）
水インフラで自家消費する以上の水力発電等の再エネポテンシャルを有する場合に、ポ
テンシャルの最大限の活用のため、民間事業者等が発電事業を行い、周辺地域等に一定
量の電力を供給し、電力の地産地消を行うモデル事業に対して支援を行う。

③水インフラの空間ポテンシャル活用型再エネ技術実証事業（委託）
水インフラへの再エネの最大限の導入に向けて、上下水道施設の水路上部など、従来型
の太陽光発電設備の設置が困難な空間ポテンシャルに対して、新たな再エネ設備の設置
方法について技術実証を行う。また、実証技術に関して運用面や維持管理面などの評価
を行い、その導入スキームを含む普及促進に向けた方策の検討を行う。

①水インフラのＣＯ２削減設備導入支援事業のイメージ

②水インフラ由来再エネの地産地消モデル事業のイメージ

③水インフラの空間ポテンシャル活用型再エネ技術実証事業

電力供給

民間事業者が
発電設備を設置

発電に未利用の
放流水等が存在

小水力発電設備 高効率設備

上下水道施設の
水路上部などで太
陽光発電が実施
可能な技術などの
実証を実施

周辺地域・企業

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話:0570-028-341

• 上下水道施設（工業用水道施設、集落排水施設を含む） 、ダム施設において、再生可能エネルギー設備の設置や省エ
ネ設備の導入等の脱炭素化の取組を促進し、業務その他部門のCO2削減目標達成に貢献する。

• また、民間事業者等により再エネポテンシャルを活かした電力の地産地消を行う取組や、水インフラへの一層の再エ
ネ導入に向けた新たな設備の設置方法に関する技術実証を推進する。

太陽光発電設備

12



お問合せ先:

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

業務用建築物の脱炭素改修加速化事業（経済産業省・国土交通省連携事業）

補助事業のイメージ

①間接補助事業 ②委託事業

• 建築物分野において、2050年の目指す姿（ストック平均でZEB基準の水準の省エネルギー性能※１の確保）を達成するためには、
CO2削減ポテンシャルが大きい既存建築物への対策が不可欠。

• 外皮の高断熱化と高効率空調機器等の導入加速を支援することにより、価格低減による産業競争力強化・経済成⾧と、商業施設
や教育施設などを含む建築物からの温室効果ガスの排出削減を共に実現し、更に健康性、快適性など、くらしの質の向上を図る。

既存業務用施設の脱炭素化を早期に実現するため、外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を支援します。

地方公共団体、民間事業者・団体等

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話:0570-028-341

■委託先及び補助対象
令和５年度

※１ ZEB基準の水準の省エネ性能:一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から、用途に
応じて30％又は40％程度削減されている状態。

※2 改修前のBPIが1.0以下の建築物は用途に応じ40%又は50％以上

【令和５年度補正予算（案） 11,100百万円】
※４年間で総額33,929百万円の国庫債務負担

省エネルギー基準から、用途に応じて30％又は40％程度以上削減

外皮の高断熱化

断熱窓

高効率空調機器等の導入

照明空調

STEP1

STEP2

断熱材

①業務用建築物の脱炭素改修加速化支援事業
既存建築物の外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を促進するため、設備補助

を行う。
○主な要件:改修後の外皮性能BPIが1.0以下となっていること及び一次エネルギー

消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30％又は40％程度以上※２

削減されること（ホテル・病院・百貨店・飲食店等:30%、事務所・
学校等:40%）、BEMSによるエネルギー管理を行うこと 等

○主な対象設備:断熱窓、断熱材、高効率空調機器、高効率照明 等
（設備によりトップランナー制度目標水準値を超えるもの等、一定
の基準を満たすものを対象とする。）

○補助額:改修内容に応じて定額又は補助率1/2～1/3相当 等

②業務用建築物の脱炭素改修加速化支援に係るデータ管理・分析等の支援業務
本補助事業により改修した建築物に関するデータの管理・分析等を行う。
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https://www.env.go.jp/earth/zeb/news/pdf/ZEB_public_buildings_MOE_20240110.pdf

（参考）
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お問合せ先:

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業

支援対象

間接補助

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（令和２年12月11日閣議決定）における「災害時に役立つ避難施設防災拠
点の再エネ・蓄エネ設備に関する対策」として、また、地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）に基づく取組として、
地方公共団体における公共施設への再生可能エネルギーの率先導入を実施することにより、地域のレジリエンス（災害等に対する
強靱性の向上）と地域の脱炭素化を同時実現する。

災害・停電時に公共施設へエネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備等の導入を支援します。

【令和６年度予算（案） 2,000百万円（2,000百万円）】
【令和５年度補正予算額 2,000百万円 】

地方公共団体
令和3年度～令和7年度

環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官グループ地域脱炭素事業推進課 電話:03-5521-8233 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 電話:03-5501-3155

■補助対象

公共施設※１への再生可能エネルギー設備等の導入を支援し、平時の脱炭素化に加え、
災害時にもエネルギー供給等の機能発揮を可能とする。

①（設備導入事業）再生可能エネルギー設備、未利用エネルギー活用設備、コジェネ
レーションシステム（CGS）及びそれらの附帯設備（蓄電池※2、充放電設備、自営
線、熱導管等）並びに省CO2設備（高機能換気設備、省エネ型浄化槽含む）等を導
入する費用の一部を補助。

②（詳細設計等事業）再生可能エネルギー設備等の導入に係る調査・計画策定を行う
事業の費用の一部を補助。

①都道府県・指定都市:1/3、市区町村（太陽光発電又はCGS）:
1/2、市区町村（地中熱、バイオマス熱等）及び離島:2/3、②1/2
（上限:500万円/件）

※１ 地域防災計画により災害時に避難施設等として位置付けられた公共施設、又は業務継続計画に
より災害等発生時に業務を維持するべき公共施設（例:防災拠点・避難施設・広域防災拠点・
代替庁舎など）に限る。

※2 蓄電池としてEVを導入する場合は、通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部
給電可能なEVに蓄電容量の1/2×4万円/kWhを補助。

※ 都道府県・指定都市による公共施設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る。

PPA・リース・エネルギーサービス事業で地方公共団体と共同
申請する場合に限り、 民間事業者・団体等も可

災害時に避難施設として機能を
発揮する市役所庁舎へ太陽光発
電設備・蓄電池・高効率空調機
器を導入。

公立病院へCGS・地中熱利用設
備・高効率照明機器を導入。

○地域防災計画により災害時に避難施設等
として位置付けられた公共施設

○業務継続計画により、災害等発生時に
業務を維持するべき公共施設

・再エネ設備
・蓄電池
・CGS
・省CO2設備
・未利用エネルギー

設備等

地域のレジリエンス
強化・脱炭素化の取組例

導入

市役所

公立病院

平時にはクーリングシェルター
としても活用。
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地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業
【令和6年度予算案20億円（令和5年度当初予算20億円、令和5年度補正予算20億円）】

避難施設名:桑折町役場
導入設備 :太陽光発電、蓄電池

＜令和４年福島県沖地震における活用状況＞
• 蓄電池に充電された電力を用いて、町役場の必要照明を確保し、

避難者の受入を実施。
• 避難者に対して携帯電話の充電スポットを提供。

宮城県美里町

写真提供:桑折町 写真提供:美里町写真提供:美里町

＜停電時＞ ＜蓄電池使用時＞

避難施設名:駅東地域交流センター
導入設備 :太陽光発電、蓄電池

福島県桑折町

発災当時の桑折町役場の状況 発災当時の駅東地域交流センターの状況

避難施設への再エネ導入の事例 ※前身の「地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」による
支援事例

 「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」
により避難施設等への再エネ設備等の導入を支援。

＜補助率＞
①都道府県・指定都市※ 1/3 ②市町村（太陽光発電またはコージェネレーションシステムを導入の場合）1/2
③市町村（上記以外の再エネ設備導入の場合）及び離島 2/3
※ 都道府県・指定都市による公共施設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る。

＜令和４年福島県沖地震における活用状況＞
• 蓄電池へ充電した電力を用いて、避難所に必要な電力をまかない、

円滑に避難者の受入準備を実施。
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地域脱炭素を推進するための交付金

2030年度目標及び2050年カーボンニュートラルに向けて、民間と共同して意欲的に脱炭素に取り組む地方公共団体等に対して、地域
の脱炭素トランジションへの投資として本交付金を交付し、概ね５年程度にわたり継続的かつ包括的に支援する。

（２）特定地域脱炭素移行
加速化交付金【GX】

（１）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
重点対策加速化事業脱炭素先行地域づくり事業事業区分

○脱炭素先行地域に選定されている
こと

○再エネ発電設備を一定以上導入すること
（都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市:1MW以上、

その他の市町村:0.5MW以上）

○脱炭素先行地域に選定されていること
（一定の地域で民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成等）交付要件

民間裨益型自営線マイクログリッド等事
業

官民連携により民間事業者が裨益する自
営線マイクログリッドを構築する地域等におい
て、温室効果ガス排出削減効果の高い再エ
ネ・省エネ・蓄エネ設備等の導入を支援する。

①～⑤のうち２つ以上を実施 （①又は②は必須）
①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 ※
（例:住宅の屋根等に自家消費型太陽光発電設備を

設置する事業）
※公共施設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る

②地域共生・地域裨益型再エネの立地
（例:未利用地、ため池、廃棄物最終処分場等を活用

し、再エネ設備を設置する事業）
③業務ビル等における徹底した省エネと改修時等の

ZEB化誘導
（例:新築・改修予定の業務ビル等において省エネ設備

を大規模に導入する事業）
④住宅・建築物の省エネ性能等の向上
（例:ZEH、ZEH＋、既築住宅改修補助事業）
⑤ゼロカーボン・ドライブ ※
（例:地域住民のEV購入支援事業、EV公用車を活用

したカーシェアリング事業）
※ 再エネとセットでEV等を導入する場合に限る

１）CO2排出削減に向けた設備導入事業 （①は必須）
①再エネ設備整備（自家消費型、地域共生・地域裨益型）
地域の再エネポテンシャルを最大限活かした再エネ設備の導入
・再エネ発電設備:太陽光、風力、中小水力、バイオマス 等（公共施

設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る）
・再エネ熱利用設備/未利用熱利用設備:地中熱､温泉熱 等

②基盤インフラ整備
地域再エネ導入･利用最大化のための基盤インフラ設備の導入
・自営線、熱導管
・蓄電池、充放電設備
・再エネ由来水素関連設備
・エネマネシステム 等

③省CO2等設備整備
地域再エネ導入･利用最大化のための省CO2等設備の導入
・ZEB・ZEH、断熱改修
・ゼロカーボンドライブ（電動車、充放電設備等）
・その他省CO2設備（高効率換気・空調、コジェネ等）

２）効果促進事業
１）「CO2排出削減に向けた設備導入事業」と一体となって設備導入

の効果を一層高めるソフト事業 等

対象事業

原則２／３２／３～１／３、定額原則２／３交付率

おおむね５年程度事業期間

○複数年度にわたる交付金事業計画の策定・提出が必要（計画に位置づけた事業は年度間調整及び事業間調整が可能）
○各種設備整備・導入に係る調査・設計等や設備設置に伴う付帯設備等は対象に含む
○経済成⾧に資する地域の脱炭素への移行を加速化するための経費については、予算編成過程において検討する

備考

【令和６年度予算案 42,520百万円（令和5年度当初予算35,000百万円、令和5年度補正予算13,500百万円）】
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お問合せ先:

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

商用車の電動化促進事業（経済産業省、国土交通省連携事業）

間接補助事業（補助率:2/3、1/4等）

本事業では、商用車（トラック・タクシー・バス）の電動化（BEV、PHEV、
FCV等※）のための車両及び充電設備の導入に対して補助を行うことにより、
今後10年間での国内投資を呼び込み、商用車における2030年目標である８ト
ン以下:新車販売の電動車割合20～30％、8トン超:電動車累積5000台先行
導入を実現し、別途実施される乗用車の導入支援等とあわせ、運輸部門全体の
脱炭素化を進める。また、車両の価格低減やイノベ－ションの加速を図ること
により、価格競争力を高める。

具体的には、省エネ法に基づく「非化石エネルギー転換目標」を踏まえた中
⾧期計画の作成義務化に伴い、BEVやFCVの野心的な導入目標を作成した事業
者や、非化石エネルギー転換に伴う影響を受ける事業者等に対して、車両及び
充電設備の導入費の一部を補助する。
※BEV:電気自動車、PHEV:プラグインハイブリッド車、FCV:燃料電池自動車

• 運輸部門は我が国全体のCO2排出量の約２割を占め、そのうちトラック等商用車からの排出が約４割であり、2050
年カーボンニュートラル及び2030年度温室効果ガス削減目標（2013年度比46％減）の達成に向け、商用車の電動
化（BEV、PHEV、FCV等）は必要不可欠である。

• このため、本事業では商用車（トラック・タクシー・バス）の電動化に対し補助を行い、普及初期の導入加速を支援
することにより、価格低減による産業競争力強化・経済成⾧と温室効果ガスの排出削減を共に実現する。

2050年カーボンニュートラルの達成を目指し、トラック・タクシー・バスの電動化を支援します。

【令和５年度補正予算（案） 40,900百万円】

民間事業者・団体、地方公共団体等
令和５年度

環境省 水・大気環境局 モビリティ環境対策課 脱炭素モビリティ事業室 電話:03-5521-8301

■補助対象

事業イメージ

補助対象車
両の例

【トラック】補助率:標準的燃費水準車両との差額の2/3 等

EVトラック/バン FCVトラック

※原則として、上述の車両と
一体的に導入するものに限る

EVタクシー FCVタクシー

【タクシー】補助率:車両本体価格の1/4 等

PHEVタクシー

【充電設備】補助率:1/2 等

EVバス FCVバス

【バス】 補助率:標準的燃費水準車両との差額の2/3 等

補助対象車
両の例

補助対象車
両の例

補助対象設
備の例

充電設備
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地域脱炭素の取組に対する関係省庁の主な支援ツール・枠組み

各府省庁の支援ツール・枠組み

• みどりの食料システム戦略推進交付金の
うち、バイオマス地産地消対策

• みどりの食料システム戦略推進交付金の
うち、SDGs対応型施設園芸確立

• みどりの食料システム戦略推進交付金の
うち、地域循環型エネルギーシステム構
築

• サステナブル建築物等先導事業（省
CO2先導型）

• 既存建築物省エネ化推進事業

• 都市再生整備計画事業

• 都市・地域交通戦略推進事業

• 先導的グリーンインフラモデル形成支援

• 脱炭素化推進事業債

• 公営企業債（脱炭素化推進事業）

• 過疎対策事業債

• 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業
債

• エコスクール・プラス
• 国立大学・高専等施設整備
• 公立学校施設の整備
• 大学の力を結集した、地域の脱炭素化

加速のための基盤研究開発

• カーボンニュートラル達成に貢献する大学
等コアリション

• ローカル10,000プロジェクト

• 分散型エネルギーインフラプロジェクト

• ふるさと融資制度

• 人材面からの地域脱炭素支援

• デジタル田園都市国家構想交付金
（地方創生推進タイプ）

• デジタル田園都市国家構想交付金（デ
ジタル実装タイプTYPE1/2/3等）

• デジタル田園都市国家構想交付金（デ
ジタル実装タイプ 地方創生テレワーク
型）

• 系統用蓄電池等の導入及び配電網合
理化等を通じた再生可能エネルギー導入
加速化事業

• 水力発電の導入加速化事業
• 需要家主導による太陽光発電導入促進

補助金
• 需要家主導型及び再生可能エネルギー

電源併設型蓄電池導入支援事業費補
助金

脱炭素先行地域づくりガイドブックの参考資料として、令和４年2月に、地方自治体やステークホルダの皆様が脱炭素先行地域の実現に向けた
検討を行うため、「地域脱炭素の取組に対する関係府省庁の主な支援ツール・枠組み」を公表（令和５年７月更新）。
脱炭素先行地域は、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」（令和４年12月23日閣議決定）において地方が目指すべきモデルである「地域ビジョ
ン」の一つとして位置づけられており、同戦略において本支援ツール・枠組みについて更なる拡
充を図り、施策間連携の取組を推進していくこととされている。

目次において支援種別・支援対象を整理し、目的に応じて見つけることが可能

環境省をはじめ1府6省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）

の財政支援等の支援ツール・枠組みがのべ156事業掲載（令和４年度補正及び令和５年度当初
予算。地域脱炭素化事業への活用が考えられる地方財政措置を含む。）

脱炭素先行地域に選定された場合に優遇措置を受けることができる事業が32事業

• 地域脱炭素の推進のための交付金

• 地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現
する公共施設への自立・分散型エネル
ギー設備等導入推進事業

• 商用車の電動化促進事業

環境省（42事業） 内閣府（9事業） 総務省（７事業） 文部科学省（５事業）

農林水産省（25事業） 経済産業省（17事業） 国土交通省（47事業） 地方財政措置（４事業）

他39事業 他６事業 他３事業

他13事業他22事業 他42事業

※下線は優遇措置（脱炭素先行地域に選定された場合に適用される措置）がある事業
23



（注１）売電を主たる目的とする場合、具体的には、発電量に占める売電の割合が50％を超えると見込まれる場合や再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成23年法律第108号）
に基づくFIT・FIP制度の適用を受けて売電をする場合は、対象外。

（注２）ZEB基準相当（地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）における「ZEB基準」又は「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める
計画の実施要領」（令和３年10月22日地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ）における「ZEB Oriented相当」）に適合するための公共施設等の改修及びZEB基準相当の公共施設等の新

築・改築。
（注３）ZEB基準相当又は省エネ基準を満たすことについて第三者認証を受けている施設に係る事業であること。
（注４）省エネルギー基準（BEI（設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で除した値。）が1.0以下（ただし、平成28年４月１日時点で現に存するものは、BEIが1.1以下。））に適合す

るための、公共施設等の改修事業。
（注５）「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」（防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策分）が該当。

防災・減災・国土強靱化
緊急対策事業債

過疎対策事業債
公営企業債

（脱炭素化推進事業）
脱炭素化推進事業債

100％100％

・地方負担額の1/2※に公営企業債（脱炭素
化推進事業）を充当（残余（地方負担額の
1/2）については、通常の公営企業債を充当）
※電動バス等の導入については増嵩経費

90％
起債

充当率

元利償還金の50％
を

基準財政需要額に
算入

元利償還金の70％を

基準財政需要額に算入

事業ごとに元利償還金の30～50%を基準財
政需要額に算入

事業ごとに元利償還金の30～50%を基

準財政需要額に算入
交付税
措置

「防災・減災、国土強
靱化のための5か年
加速化対策」（令和2
年12月11日閣議決

定）に基づく補助事
業注5

過疎市町村が市町村計画に基
づいて行う以下の事業
太陽光、バイオマスを熱源とす

る熱その他の再生可能エネル
ギーを利用するための施設で
公用又は公共の用に供するも
のの整備【単独・補助】注１

過疎債の対象施設の整備とし
て行われる省エネ設備の導入
【単独・補助】

 脱炭素化推進事業債と同様の事業のほか、
公営企業に特有の以下の事業

・小水力発電（水道事業・工業用水道事
業）【単独】

・バイオガス発電、リン回収施設等（下水道
事業）【単独・補助】

・電動バス等の導入（EV、FCV、PHEV）
（交通事業（バス事業））【単独】

 地球温暖化対策推進法に規定する
地方公共団体実行計画（事務事業
編）に基づいて行う公共施設等の脱
炭素化のための以下の事業【単独】

（ｱ)再生可能エネルギーの導入注１

（ｲ)公共施設等のZEB化注２、３

（ｳ）省エネルギー改修注４

（ｴ）LED照明の導入
（ｵ）電動車等の導入（EV、FCV、PHEV）

対象
事業

地域脱炭素化事業への活用が考えられる地方財政措置
地域脱炭素事業に活用が考えられる地方財政措置の例

2424



地方財政措置（脱炭素化推進事業債）

【対象事業】
〇 地方公共団体実行計画に基づいて行う公共施設等の脱炭素化のための地方単

独事業（再生可能エネルギー、公共施設等のZEB化、省エネルギー、電動車）

〇 「再生可能エネルギー設備」の整備について、
「地域内消費」を主目的とするもの（第三セク
ター等に対する補助金）を対象に追加

【事業期間】令和７年度まで （地球温暖化対策計画の地域脱炭素の集中期間と同様）

【事業費】１，０００億円

〇 公営企業については、脱炭素化推進事業債と同様の措置に加え、公営企業に特有の

事業（小水力発電（水道事業等）やバイオガス発電、リン回収（下水道事業）、電動バス

（EV、FCV、PHEV）の導入（バス事業）等）についても措置

※ 地方公共団体のＧＸの取組を支援するための専門アドバイザーの派遣（派遣経費は地方公共団体金融機構が負担）を一般会計にも拡充

○ GX実現に向けた基本方針（令和５年２月10日閣議決定）において、地域脱炭素の基盤となる重点対策（再生可能エネルギーや電動車の導入等）を率先して実施する
こととされるなど、地方団体の役割が拡大したことを踏まえ、公共施設等の脱炭素化の取組を計画的に実施できるよう、令和５年度より「脱炭素化推進事業費」を計上
し、脱炭素化推進事業債を創設

○ 脱炭素化推進事業債について、再生可能エネルギーの地産地消を一層推進するため、地域内消費を主たる目的とする場合（第三セクター等に対する補
助金）を対象に追加

○ 過疎地域における取組を推進するため、過疎対策事業債において「脱炭素化推進特別分」を創設

１．脱炭素化推進事業債

２．公営企業の脱炭素化

交付税措置率充当率対象事業

50％

90％

再生可能エネルギー
（太陽光・バイオマス発電、熱利用等）
公共施設等のZEB化

財政力に応じて
30～50％

省エネルギー
（省エネ改修、LED照明の導入）

30％公用車における電動車の導入
（EV、FCV、PHEV）

50％90％

第三セクター等における再生可能エネル
ギー設備整備（地域内消費を主目的と
する事業）に対する補助
※事業費の１/２を上限

【地方財政措置】 脱炭素化推進事業債

※ 再エネ・ＺＥＢ化は、新築・改築とも対象

３．過疎対策事業債における「脱炭素化推進特別分」の創設及び過疎対策事業債・辺地対策事業債における対象設備の明確化

〇 過疎対策事業債（充当率100％、交付税措置率70％）の対象施設において実施する再生可能エネルギー設備（※）及び公共施設等のＺＥＢ化を 「脱炭
素化推進特別分」と位置付け、他の事業に優先して同意等を行う。また、過疎対策事業債の対象事業について、以下の通り明確化（実質拡充）。

・蓄電池・自営線・エネルギーマネジメントシステム等の基盤インフラ設備は、再エネに付帯するものは対象。
・省CO2設備とZEBは、学校・公民館等の過疎債対象施設の場合は対象（庁舎等は対象外）
・電動車は、スクールバス、除雪車、消防車両、ごみ運搬車、患者輸送車等の過疎債対象の車両は対象（通常の公用車は対象外）

※ 「地域内消費」を主目的とする再生可能エネルギー設備の整備のうち、国庫補助事業については、国庫補助を受けることにより独立採算が可能と見
込まれることから、原則として過疎対策事業債の対象外。

〇 辺地対策事業債（充当率100％、交付税措置率80％）の対象事業について、次の通り明確化。
・公民館・診療所等の辺地債対象施設における再エネ施設、省エネ施設、ZEB化、省エネ改修等は対象。

環境省作成
赤字は令和６年度開始
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https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/examples/chiiki-datsutanso-senkou-jirei-202308.pdf

（参考）
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脱炭素地域づくり支援サイト

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/

■設備導入支援
・地域脱炭素推進のための交付金
・地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・
分散型エネルギー設備等導入推進事業 など

■計画策定等支援
・地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づく
り支援事業 など

■人材支援
・地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成支援
・脱炭素まちづくりアドバイザー制度
・地域脱炭素ステップアップ講座 など

■情報提供等支援
・地方公共団体実行計画策定・管理等支援システム[LAPSS]
・地方公共団体脱炭素取組状況マップ
・再生可能エネルギー情報提供システム[REPOS] など

■その他支援
・株式会社脱炭素化支援機構（JICN）の活用による民間投資
の促進 など

■地方財政措置
・脱炭素化推進事業債 など
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お問合せ先

環境省
近畿地方環境事務所
地域循環共生圏・脱炭素推進グループ

:CN-Kinki@env.go.jp
:06-6881-6511
:JR桜ノ宮駅

メール
TEL
最寄り駅


